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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数本の柱と、前記柱の上端部同士を連結する上梁と、前記柱の下端部同士を連結する
下梁とによって略直方体フレーム状に形成された複数の建物ユニットが組み合されて構築
されたユニット式建物の外壁に窓が形成されており、当該窓の屋外側に離間して配置され
る面格子が、前記外壁を構成する建物ユニットに対し、複数種類のブラケットを介して取
り付けられてなる面格子の取付構造において、
　前記窓は、当該窓の外枠を構成するサッシ枠を備えており、
　前記複数種類のブラケットには、前記面格子の上端部が取り付けられる上端部用ブラケ
ットが含まれており、
　前記上梁に対して、前記サッシ枠と前記上端部用ブラケットの双方が固定されているこ
とを特徴とする面格子の取付構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の面格子の取付構造において、
　前記外壁は、前記建物ユニットのうち屋外に面する側の端部に外壁材が取り付けられる
ことによって形成されており、
　前記面格子は、その屋外側面が前記外壁材の屋外側面と略面一となるように配置されて
いることを特徴とする面格子の取付構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の面格子の取付構造において、
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　前記上端部用ブラケットは、前記上梁の長さ方向に沿って長尺に形成されており、さら
に、屋外側に位置して前記面格子の上端部を受ける受け部と、窓側に位置するとともに前
記上梁の長さ方向に間隔を空けて断続的に配置され、前記上梁に固定される複数の固定片
と、を備えており、
　前記サッシ枠は、前記複数の固定片間に形成された隙間から前記上梁に固定されたサッ
シ枠受けに対して固定されていることを特徴とする面格子の取付構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の面格子の取付構造において、
　前記複数種類のブラケットには、前記建物ユニットを構成する柱に固定されるとともに
前記面格子の下端部が取り付けられる下端部用ブラケットが含まれていることを特徴とす
る面格子の取付構造。
【請求項５】
　請求項４に記載の面格子の取付構造において、
　前記面格子は、幅方向に等間隔に離間する複数の縦格子材と、当該複数の縦格子材の上
端部同士を連結する上側水平材と、下端部同士を連結する下側水平材と、を備えており、
　前記上端部用ブラケットには前記上側水平材が取り付けられ、前記下端部用ブラケット
には前記下側水平材が取り付けられることを特徴とする面格子の取付構造。
【請求項６】
　請求項５に記載の面格子の取付構造において、
　前記窓は、前記面格子の上端部側に形成される上側窓と、前記面格子の下端部側に形成
される下側窓と、を含んで構成されており、
　前記上側窓と前記下側窓との間の箇所には、屋外側表面が、前記面格子の内側であって
当該面格子から離間して配置される内側外壁材が設けられており、
　前記複数種類のブラケットには、前記内側外壁材に固定されるとともに前記面格子の上
下方向中間部が取り付けられる中間部用ブラケットが含まれていることを特徴とする面格
子の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユニット式建物における面格子の取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の建物の窓には、外部からの侵入者を阻止する目的で、また屋外から建物内部へ
の視線を遮る目的で、さらには建物の外観性を向上させる目的で面格子が取り付けられる
場合がある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－００２０５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、面格子は、ブラケットを介して建物の窓の外枠を構成するサッシ枠に取り付
けられているが、面格子による防犯性を高めるためには、面格子を、サッシ枠よりも剛性
に優れた取付下地に取り付けたいという要望があった。また、面格子を、サッシ枠よりも
剛性に優れた取付下地に取り付けた場合であっても、支障なくサッシ枠を設置することも
併せて望まれていた。
【０００５】
　本発明の課題は、面格子を剛性に優れた取付下地に取り付けて、面格子による防犯性を
高めることができるとともに、サッシ枠を支障なく設置することができる面格子の取付構
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造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１～図１０に示すように、複数本の柱６ａ，６ｂと
、前記柱６ａ，６ｂの上端部同士を連結する上梁７ａと、前記柱６ａ，６ｂの下端部同士
を連結する下梁７ｂとによって略直方体フレーム状に形成された複数の建物ユニットが組
み合されて構築されたユニット式建物１の外壁２に窓３，４が形成されており、当該窓３
，４の屋外側に離間して配置される面格子２０が、前記外壁２を構成する建物ユニットに
対し、複数種類のブラケット３０，４０，４１，４２，５０を介して取り付けられてなる
面格子２０の取付構造において、
　前記窓３，４は、当該窓３，４の外枠を構成するサッシ枠３ａ，４ａを備えており、
　前記複数種類のブラケット３０，４０，４１，４２，５０には、前記面格子２０の上端
部が取り付けられる上端部用ブラケット３０が含まれており、
　前記上梁７ａに対して、前記サッシ枠３ａと前記上端部用ブラケット３０の双方が固定
されていることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、上梁７ａに対して、サッシ枠３ａと上端部用ブラケッ
ト３０の双方が固定されているので、上端部が上端部用ブラケット３０に取り付けられた
面格子２０とサッシ枠３ａの双方をユニット式建物１の躯体に取り付けた状態とすること
ができる。これによって、面格子２０の上端部を、剛性に優れた取付下地である躯体に取
り付けることができるので、例えば面格子２０をサッシ枠３ａに取り付ける場合に比して
、面格子２０による防犯性を高めることができる。さらに、サッシ枠３ａを外壁２に対し
て支障なく設置することができる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、例えば図１～図６，図９に示すように、請求項１に記載の面
格子２０の取付構造において、
　前記外壁２は、前記建物ユニットのうち屋外に面する側の端部に外壁材２ａが取り付け
られることによって形成されており、
　前記面格子２０は、その屋外側面が前記外壁材２ａの屋外側面と略面一となるように配
置されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、面格子２０は、その屋外側面が外壁材２ａの屋外側面
と略面一となるように配置されているので、面格子２０が外壁２よりも突出しない状態と
なり、外観意匠性の向上を図ることができる。
　なお、このように面格子２０が外壁２よりも突出しない状態となれば、面格子２０の上
端部を指掛かりや足掛かりとしたり、物を引っ掛けたりしにくくなるので、例えば面格子
２０が外壁２よりも突出する場合に比して、防犯性を高くすることができ、好ましい。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、例えば図１～図７に示すように、請求項１または２に記載の
面格子２０の取付構造において、
　前記上端部用ブラケット３０は、前記上梁７ａの長さ方向に沿って長尺に形成されてお
り、さらに、屋外側に位置して前記面格子２０の上端部を受ける受け部３２と、窓３側に
位置するとともに前記上梁７ａの長さ方向に間隔を空けて断続的に配置され、前記上梁７
ａに固定される複数の固定片３３と、を備えており、
　前記サッシ枠３ａは、前記複数の固定片３３間に形成された隙間から前記上梁７ａに固
定されたサッシ枠受け１３に対して固定されていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、サッシ枠３ａは、上端部用ブラケット３０における複
数の固定片３３間に形成された隙間から上梁７ａに固定されたサッシ枠受け１３に対して
固定されているので、面格子２０の上端部を上端部用ブラケット３０に固定しつつ、複数
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の固定片３３間の隙間から、サッシ枠３ａも上梁７ａに対して確実に固定することができ
る。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図３～図５，図９，図１０に示すように、請求項１～
３のいずれか一項に記載の面格子２０の取付構造において、
　前記複数種類のブラケット３０，４０，４１，４２，５０には、前記建物ユニットを構
成する柱６ａ，６ｂに固定されるとともに前記面格子２０の下端部が取り付けられる下端
部用ブラケット４０，４１，４２が含まれていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、複数種類のブラケット３０，４０，４１，４２，５０
には、建物ユニットを構成する柱６ａ，６ｂに固定されるとともに面格子２０の下端部が
取り付けられる下端部用ブラケット４０，４１，４２が含まれているので、当該下端部用
ブラケット４０，４１，４２によって面格子２０の下端部をユニット式建物１の躯体に取
り付けた状態とすることができる。すなわち、面格子２０の下端部を、剛性に優れた取付
下地である躯体に取り付けることができるので、例えば面格子２０をサッシ枠３ａ，４ａ
に取り付ける場合に比して、面格子２０による防犯性を高めることができる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、例えば図１～図７，図９，図１０に示すように、請求項４に
記載の面格子２０の取付構造において、
　前記面格子２０は、幅方向に等間隔に離間する複数の縦格子材２１と、当該複数の縦格
子材２１の上端部同士を連結する上側水平材２２と、下端部同士を連結する下側水平材２
３と、を備えており、
　前記上端部用ブラケット３０には前記上側水平材２２が取り付けられ、前記下端部用ブ
ラケット４０，４１，４２には前記下側水平材２３が取り付けられることを特徴とする。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、上端部用ブラケット３０には上側水平材２２が取り付
けられ、下端部用ブラケット４０，４１，４２には下側水平材２３が取り付けられるので
、複数の縦格子材２１を同時に設置することが可能となり、施工性に優れる。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、例えば図１～図４，図８に示すように、請求項５に記載の面
格子２０の取付構造において、
　前記窓３，４は、前記面格子２０の上端部側に形成される上側窓３と、前記面格子２０
の下端部側に形成される下側窓４と、を含んで構成されており、
　前記上側窓３と前記下側窓４との間の箇所には、屋外側表面が、前記面格子２０の内側
であって当該面格子２０から離間して配置される内側外壁材８が設けられており、
　前記複数種類のブラケット３０，４０，４１，４２，５０には、前記内側外壁材８に固
定されるとともに前記面格子２０の上下方向中間部が取り付けられる中間部用ブラケット
５０が含まれていることを特徴とする。
【００１７】
　請求項６に記載の発明によれば、複数種類のブラケット３０，４０，４１，４２，５０
には、内側外壁材８に固定されるとともに面格子２０の上下方向中間部が取り付けられる
中間部用ブラケット５０が含まれているので、当該中間部用ブラケット５０によって面格
子２０の上下方向中間部を補助的に内側外壁材８に固定することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、格子を剛性に優れた取付下地に取り付けて、面格子による防犯性を高
めることができるとともに、サッシ枠を支障なく設置することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】外壁に面格子が設けられた建物の立面図である。
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【図２】外壁に面格子が設けられた建物の立面図である。
【図３】面格子を示す正面図である。
【図４】面格子および外壁の断面図である。
【図５】面格子の幅方向の端部付近の構成を示す説明図である。
【図６】面格子の上端部付近の構成を示す拡大図である。
【図７】上端部用ブラケットを示す図である。
【図８】面格子の上下方向中間部付近の構成を示す拡大図である。
【図９】面格子の下端部付近の構成を示す拡大図である。
【図１０】第一下端部用ブラケットを示す図である。
【図１１】外壁材の取付構造を示す断面図である。
【図１２】建物の一階を示す平断面図である。
【図１３】建物の二階を示す平断面図である。
【図１４】建物の二階と三階との間の中間階を示す平断面図である。
【図１５】建物の三階を示す平断面図である。
【図１６】建物の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　本実施の形態の面格子の取付構造は、図１～図１０に示すように、ユニット式建物１の
外壁２に形成された窓３，４の屋外側に離間して配置される面格子２０が、前記外壁２を
構成する建物ユニットに対し、複数種類のブラケット（後述する）を介して取り付けられ
てなる。
　なお、ユニット式建物１は、全体として三階建てとされており、複数の建物ユニットが
組み合されて構築された建物本体を備える。複数の建物ユニットとしては、複数本の柱６
ａ，６ｂと、前記柱６ａ，６ｂの上端部同士を連結する上梁７ａと、前記柱６ａ，６ｂの
下端部同士を連結する下梁７ｂとによって略直方体フレーム状に形成されたものが主に使
用されている。また、複数本の柱６ａ，６ｂには、建物ユニットの四隅に設けられる四隅
の柱６ａと、四隅の柱６ａと離間して設けられる間柱６ｂとが含まれている。
【００２１】
　建物本体の上には、切妻屋根部５ａと陸屋根部（第一陸屋根部５ｂ，第二陸屋根部５ｃ
）とからなる屋根が設けられている。また、切妻屋根部５ａの下方には、建物１の二階と
三階との間の中間階の部屋６７が設けられ、陸屋根部のうち上方に位置する第一陸屋根部
５ｂの下方には、建物１の三階が設けられているものとする。
　切妻屋根部５ａの端部には破風板５ｄが設けられており、当該破風板５ｄよりも下方で
あって、かつ当該破風板５ｄに囲まれた位置には二等辺三角形状に形成された妻壁部５ｅ
が設けられている。
【００２２】
　外壁２は、建物１の外周に設けられる全ての外壁のうち、図１に示すような切妻屋根部
５ａの妻壁部を正面視した向きの、一階左側の外壁と二階外壁とを指す。これら一階左側
の外壁と二階外壁は、正面視において略Ｌ字状を成すように一体化されて、前記外壁２を
構成している。また、外壁２は、建物ユニットのうち屋外に面する側の端部に外壁材２ａ
が取り付けられることによって形成されている。
　当該略Ｌ字状の外壁２は、一階中央から右側にかけて設けられた掃き出し窓が二つある
外壁と、切妻屋根部５ａの妻壁部５ｅよりも前方に突出した“ふかし壁”とされている。
なお、当該外壁２は、図２に示すように、切妻屋根部５ａの破風板５ｄの端部よりも前方
に突出している。
【００２３】
　そして、このような外壁２の二階部分の中央に面格子２０が設けられている。面格子２
０は、その屋外側面が外壁材２ａの屋外側面と略面一となるように配置されている。面格
子２０の幅寸法は、中間階の部屋の幅寸法と略等しく設定されているものとする。
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　このような面格子２０は、図４，図６，図９等に示すように、幅方向に等間隔に離間す
る複数の縦格子材２１と、当該複数の縦格子材２１の上端部同士を連結する上側水平材２
２と、下端部同士を連結する下側水平材２３と、を備える。すなわち、面格子２０は、複
数の縦格子材２１を上側水平材２２と下側水平材２３で連結することによって一体として
用いられる。
　上側水平材２２は、いわゆる長尺材であり、長さ方向に同一断面形状が連続する。そし
て、複数の縦格子材２１の窓側面に当接して固定される固定板部２２ａと、固定板部２２
ａの上端部から屋外側に突出するとともに複数の縦格子材２１の上面に当接する上面板部
２２ｂと、上面板部２２ｂの先端から上方に突出する突出板部２２ｃと、を有する。
　下側水平材２３は、複数の縦格子材２１の窓側面に当接して固定される板状体であり、
図９に示すように、その下端部が複数の縦格子材２１の下端部よりも下方に突出するよう
にして配置されている。
　なお、各縦格子材２１は、図５に示すように、断面視または平面視において、外壁２の
内外方向に長い台形状に形成されている。また、各縦格子材２１は筒状に形成され、長さ
方向両端部にはエンドキャップが設けられている。
【００２４】
　さらに、面格子２０の裏側に窓３，４が形成されている。窓３，４は、面格子２０の上
端部側に複数形成される上側窓３と、面格子２０の下端部側に複数形成される下側窓４と
、を含んで構成されている。なお、上側窓３は、中間階の部屋に面しており、下側窓４は
中間階の部屋の下方に設けられるとともに一階の部屋の上方に設けられる吹抜け空間（後
述する吹抜部６９）に面しているものとする。
　サッシ枠３ａ（４ａ）は、図５等に示すように、当該サッシ枠３ａ（４ａ）の両側縁を
形成する枠材が柱６ａと間柱６ｂとの間に架け渡されて固定されている。
　また、上側窓３のサッシ枠３ａの上縁を形成する枠材は上梁７ａに固定されている。さ
らに、当該サッシ枠３ａの下縁を形成する枠材は、図８に示すように、柱６ａ，６ｂ間に
水平に架け渡される水平構造材１０に固定されている。
　また、下側窓４のサッシ枠４ａの上縁を形成する枠材は、図８に示すように、柱６ａ，
６ｂ間に水平に架け渡される水平構造材１１に固定されている。この場合、サッシ枠受け
１３が介在しており、サッシ枠４ａの上縁を形成する枠材を、サッシ枠受け１３を介して
水平構造材１１に固定できるようになっている。
　さらに、当該サッシ枠４ａの下縁を形成する枠材は、図９に示すように、柱６ａ，６ｂ
間に水平に架け渡される水平構造材１２に固定されている。
　なお、各水平構造材１０，１１，１２は、柱６ａ，６ｂに対して固定されることで、そ
れぞれが躯体（建物ユニット）の一部として機能することになる。
【００２５】
　窓３，４は、本実施の形態においては嵌め殺し窓とされており、当該窓３，４の外枠を
構成するサッシ枠３ａ，４ａと、サッシ枠３ａ，４ａに対して嵌められて固定されるガラ
ス等の障子３ｂ，４ｂと、を備える。なお、窓３，４の形態は嵌め殺し窓には限られるも
のではなく、面格子２０に干渉しないものであれば特に限定されない。
　また、上側窓３と下側窓４との間の箇所には、図４，図８に示すように、屋外側表面が
、面格子２０の内側であって当該面格子２０から離間して配置される内側外壁材８が設け
られている。当該内側外壁材８は、サッシ枠３ａの下縁が固定される水平構造材１０と、
サッシ枠４ａの上縁が固定される水平構造材１１とを利用して設けられているものとする
。なお、内側外壁材８の建物１内部側には内壁９が設けられている。
【００２６】
　面格子２０を建物ユニットに対して取り付けるための複数種類のブラケットには、面格
子２０の上端部が取り付けられる上端部用ブラケット３０と、面格子２０の下端部が取り
付けられる下端部用ブラケット４０，４１，４２と、面格子２０の上下方向中間部が取り
付けられる中間部用ブラケット５０と、が含まれている。
　なお、これら各ブラケット３０，４０，４１，４２，５０は金属製である。



(7) JP 6353358 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

【００２７】
　上端部用ブラケット３０は、図５～図７に示すように、上梁７ａの長さ方向に沿って長
尺に形成されている。また、当該上端部用ブラケット３０は、本体部３１と、受け部３２
と、複数の固定片３３と、を備える。
　本体部３１は、上梁７ａの長さ方向に沿って長尺に形成された板状体である。
　受け部３２は、屋外側に位置して面格子２０の上端部を受ける板状体であり、本体部３
１の屋外側縁部に沿って、かつ当該本体部３１と一体形成されている。また、受け部３２
は本体部３１に対して垂直に折り曲げられた状態となっている。
　複数の固定片３３は、窓３（４）側に位置するとともに上梁７ａまたは本体部３１の長
さ方向に間隔を空けて断続的に配置され、上梁７ａに固定される板状体である。また、当
該複数の固定片３３は、本体部３１の窓側縁部に沿って、かつ当該本体部３１と一体形成
されており、本体部３１の窓側縁部から断面視または側面視においてクランク状に折り曲
げられて形成されている。そして、当該固定片３３のうち、本体部３１から遠い位置にあ
って、かつ本体部３１と平行する板状部分が上梁７ａの下面に固定されている。
　なお、複数の固定片３３の幅寸法は、図３に示すように、全てが等しく設定されていな
くてもよい。
【００２８】
　このような上端部用ブラケット３０は、複数の固定片３３が、上梁７ａの下面に対して
ビス等の固定具を用いて固定されている。この時、複数の固定片３３は互いに間隔が空い
て複数の隙間が形成された状態となっているので、複数の固定片３３間には上梁７ａの下
面が露出した状態となる。
　複数の固定片３３間の複数の隙間から露出した上梁７ａの下面のそれぞれにはサッシ枠
３ａの上縁を受けるサッシ枠受け１３が固定されている。そして、サッシ枠３ａは、当該
サッシ枠受け１３に対して固定されている。すなわち、サッシ枠３ａの上縁は、サッシ枠
受け１３を介して建物躯体である上梁７ａに固定された状態となっている。
　また、面格子２０を構成する複数の縦格子材２１の上端部同士を連結する上側水平材２
２は、当該上側水平材２２の突出板部２２ｃが、上端部用ブラケット３０の受け部３２に
対してビス等の固定具によって固定されている。
【００２９】
　下端部用ブラケット４０，４１，４２は、図３，図５，図９，図１０に示すように、水
平構造材１２の長さ方向に沿って点在するように配置されている。また、下端部用ブラケ
ット４０，４１，４２には、面格子２０の幅方向両端部に設けられる第一下端部用ブラケ
ット４０と、面格子２０の中央において、隣り合う建物ユニットの四隅の柱６ａ，６ａ同
士に跨って設けられる第二下端部用ブラケット４１と、一つの建物ユニットにおける四隅
の柱６ａ，６ａ間に配置される間柱６ｂの位置に設けられる第三下端部用ブラケット４２
とが含まれている。
　これら第一下端部用ブラケット４０と、第二下端部用ブラケット４１と、第三下端部用
ブラケット４２は、四隅の柱６ａと間柱６ｂのいずれかの、建物ユニットを構成する柱に
対して固定されることになる。そして、このように各下端部用ブラケット４０，４１，４
２は柱６ａ，６ｂに対して固定されるので、当該柱６ａ，６ｂの長さ方向のいずれの位置
にも固定することができ、面格子２０の取付自由度を向上させることができる。
【００３０】
　第一下端部用ブラケット４０は、図５，図９，図１０に示すように、柱６ａの屋外側面
に固定される固定板部４０ａと、当該固定板部４０ａの面格子側端部から屋外側に突出す
る突出板部４０ｂと、当該突出板部４０ｂの先端から面格子２０側に延びる被固定板部４
０ｃと、を有する。
　固定板部４０ａと被固定板部４０ｃは平行しており、これらに対して突出板部４０ｂが
直交している。そして、これら固定板部４０ａと、突出板部４０ｂと、被固定板部４０ｃ
は一体形成されている。
　固定板部４０ａは柱６ａに対してビス等の固定具によって固定されており、被固定板部
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４０ｃに対しては下側水平材２３がビスやリベット等の固定具によって固定される。
【００３１】
　第二下端部用ブラケット４１は、図５に示すように、下地材４１ａと、当該下地材４１
ａの両端部側に配置されて固定される二つの固定板部４１ｂと、面格子２０側に突出して
、かつこれら二つの固定板部４１ｂ間に面格子２０側に凸型に突出する被固定部４１ｃと
、を有する。
　下地材４１ａは、板材であり、隣り合う建物ユニットの四隅の柱６ａ，６ａ同士に跨っ
て設けられるとともに、隣り合う建物ユニット側のそれぞれのサッシ枠３ａ，３ａ間に架
け渡されている。当該下地材４１ａによって、隣り合う建物ユニットの四隅の柱６ａ，６
ａを覆うことができる。
　二つの固定板部４１ｂ，４１ｂは柱６ａ，６ａに対して下地材４１ａを介してビス等の
固定具によって固定されている。さらに、被固定部４１ｃに対しては下側水平材２３がビ
スやリベット等の固定具によって固定される。
【００３２】
　第三下端部用ブラケット４２は、図５に示すように、サッシ枠３ａ（４ａ）の側縁を形
成する枠材を介して間柱６ｂの屋外側面に固定される固定板部４２ａと、当該固定板部４
２ａから面格子２０側に凸型に突出する被固定部４２ｂと、を有する。
　固定板部４２ａは間柱６ｂに対してビス等の固定具によって固定されており、被固定部
４２ｂに対しては下側水平材２３がビスやリベット等の固定具によって固定される。
　なお、第三下端部用ブラケット４２を間柱６ｂに固定する際は、これら第三下端部用ブ
ラケット４２と間柱６ｂとの間にサッシ枠３ａ（４ａ）の枠材が介在しているため、当該
枠材も同時に固定具によって間柱６ｂに固定された状態となっている。
【００３３】
　第一下端部用ブラケット４０の被固定板部４０ｃと、第二下端部用ブラケット４１の被
固定部４１ｃと、第三下端部用ブラケット４２の被固定部４２ｂは、それぞれの取り付け
箇所は互いに離間しているものの、その面格子２０側表面が同一垂直面上に配置される。
したがって、下側水平材２３を安定的に固定することができ、延いては面格子２０の取付
安定性も向上できる。
【００３４】
　中間部用ブラケット５０は、図８に示すように、内側外壁材８の上端部と下端部のそれ
ぞれに取り付けられている。
　また、当該中間部用ブラケット５０は、内側外壁材８に固定される下地側ブラケット５
１と、面格子２０の窓側面に固定されるとともに下地側ブラケット５１を被覆する被覆側
ブラケット５２と、を有する。これら下地側ブラケット５１および被覆側ブラケット５２
は、いわゆる長尺材であり、長さ方向に同一断面形状が連続する。
　下地側ブラケット５１は、断面視または側面視において凸型またはハット型に形成され
ており、内側外壁材８に対してビス等の固定具によって固定されている。また、被覆側ブ
ラケット５２は、断面視または側面視においてコ字状に形成されており、面格子２０の各
縦格子材２１に対してビスやリベット等の固定具によって固定されている。
　被覆側ブラケット５２は、下地側ブラケット５１に対してビス等の固定具によって固定
されている。これによって、面格子２０を、当該中間部用ブラケット５０を介して内側外
壁材８に固定することができる。
【００３５】
　なお、中間部用ブラケット５０の面格子２０側表面と、各下端部用ブラケット４０，４
１，４２に固定された下側水平材２３の面格子２０側表面は同一垂直面上に配置される。
したがって、面格子２０の下端部と中間部とを安定的に固定することができる。
【００３６】
　以上のような本実施の形態の構成を採用することによって、面格子２０を、外壁２を構
成する建物ユニットに対して、複数種類のブラケット３０，４０，４１，４２，５０を介
して取り付けることができる。
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【００３７】
　なお、図１２～図１６には、ユニット式建物１の断面構造が示されており、面格子２０
は、二つの建物ユニットの短辺側に跨って設けられている。すなわち、窓３，３および窓
４，４をそれぞれ挟み込むような形で立設する二本の柱６ａ，６ａが、一つの建物ユニッ
トの短辺側に設けられている。したがって、特に図５，図１３，図１４に示すように、面
格子２０は、二つの建物ユニットの短辺側に跨って設けられていることになる。
　面格子２０の下側水平材２３は、第一下端部用ブラケット４０と、第二下端部用ブラケ
ット４１と、を介して建物ユニットの柱６ａ，６ａに取り付けられている。また、面格子
２０は、窓３，４を隠す範囲で設けられているため、建物ユニットの柱６ａ，６ａを隠す
範囲では設けられていない。そのため、柱６ａ，６ａの前方には、柱６ａ，６ａを隠す範
囲の幅寸法に設定された外壁材２ａが設けられている（図５参照）。すなわち、幅の狭い
外壁材２ａと面格子２０の双方が一つの建物ユニットに対して設けられていることになる
。
　面格子２０の屋外側面と外壁材２ａの屋外側面は、上述のように略面一に配置される。
そのため、面格子２０とともに一つの建物ユニットに設けられる幅の狭い外壁材２ａは、
図１１に示すように、建物ユニットから水平方向に離間した位置に外壁材２ａを固定する
ためのブラケット６０，６１を介して建物ユニットに固定されている。より詳細に説明す
ると、外壁材２ａは、その上端部がブラケット６０を介して建物ユニットの上梁７ａに固
定されている。また、下端部がブラケット６１を介して建物ユニットの下梁７ｂに固定さ
れている。
　ブラケット６０，６１は、梁７ａ，７ｂに固定される基部６０ａ，６１ａと、梁７ａ，
７ｂから水平方向に離間した位置に外壁材２ａを固定するための固定部６０ｂ，６１ｂと
、を備え、固定部６０ｂ，６１ｂは、梁７ａ，７ｂの側面と平行な板面を有する。
　また、幅の狭い外壁材２ａを有する建物ユニットの隣にも他の建物ユニットが設置され
るが、この建物ユニットに対しても外壁材２ａは固定されている。これら外壁材２ａ，２
ａ同士の屋外側面も略面一となるように設定されている。
【００３８】
　ユニット式建物１は、上述した中間階の部屋として中間部屋６７を備える（図１４，図
１５参照）。当該中間部屋６７は、二階の床よりも一段高い中間床６７ａ上に設けられて
おり、中間床６７ａと二階の床との間は低天井空間６２とされている。
　低天井空間６２は、この低天井空間６２に隣接する通路６４に向かって開放された低天
井収納室６８と、一階の部屋７５の上部空間と連通する吹抜部６９と、を有する。
　また、通路６４の北側にはランドリースペース６５が配置され、通路６４の南側には部
屋２３が配置されている。さらに、中間部屋６７の上方には、三階の床と略等しい高さの
ロフト７０が配置されている。
【００３９】
　以上のようなユニット式建物１の構成を踏まえて、低天井空間６３の周囲における空間
的な繋がりについて説明する。
　すなわち、低天井収納室６８は、図１３，図１６に示すように通路６４に向かって開口
している。また、低天井収納室６８に対向して収納棚７１，７２が配置されている。した
がって、通路６４を介した低天井収納室６８と収納棚７１，７２との間で、極めて容易に
物品の移動を行うことができる。
　また、通路６４と部屋６３、通路６４とランドリースペース６５はそれぞれ建具が無い
状態で繋がっており、行き来がしやすい。特に通路６４とランドリースペース６５との間
では、低天井収納室６８または収納棚７１，７２に収納される物品を衣類とした場合の当
該物品の移動が極めて容易である。
　また、吹抜部６９は窓４を通じて採光が可能となっており、吹抜部６９に取り込まれた
光は、下方の部屋７５と、開口部６３ａを通じて部屋６３へと差し込む。なお、窓４を開
閉可能とすれば、屋外からの風（空気）を、下方の部屋７５と、開口部６３ａを通じて部
屋６３へと流入させることができる。さらに、部屋６３に流入させた空気を、開口部６７
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ｂおよび階段６７ｃを通じて中間部屋６７に流入させることができ、通路６４を通じて低
天井収納室６８にも流入させることができる。また、建具の無い状態で繋がるランドリー
スペース６５にも流入させることが可能となる。
　また、中間部屋６７の上方には、図１，図１４に示すように天窓７７があり、中間部屋
６７は天窓７７を通じて採光・通風が可能となっている。中間部屋６７に取り込まれた光
は、開口部６７ｄを通じて通路６４へ、開口部６７ｃを通じて部屋６３へ、ロフト７０と
三階スペースとの間の開口部７０ａを通じて三階スペースへと差し込む。天窓７７から中
間部屋６７に流入した風（空気）は、開口部６７ｄを通じて通路６４へ、開口部６７ｃを
通じて部屋６３へ、開口部７０ａを通じて三階スペースへと流入する。
　さらに、屋外からの風（空気）を、窓７５ａ，７５ｂを通じて下方の部屋７５内に流入
させることができる（図１２，図１６参照）。部屋７５に流入した空気を、吹抜部６９お
よび開口部６３ａを通じて部屋２３に流入させることができる。部屋２３に流入した空気
を、開口部６７ｃおよび階段６７ｂを通じて中間部屋６７に流入させることができ、中間
部屋６７に流入した空気を天窓７７から屋外に抜いたり、ロフト７０および三階スペース
側に流入させたりすることができる。なお、このような空気の流れは、部屋７５内の天井
付近に溜まる暖かい空気を天窓７７から抜く場合にも適用できる。
　以上の点を鑑みれば、低天井空間６２を中心とした建物１内部空間は、下方の部屋７５
と、吹抜部６９と、部屋６３と、通路６４側（低天井収納室６８およびランドリースペー
ス６５を含む）と、中間部屋６７と、三階スペースと、が空間的に繋がった状態となる。
さらに、窓３，４と、天窓７７と、窓７５ａ，７５ｂを通じて屋外と空間的に繋がった状
態となる。また、空気は天窓７７から部屋７５の窓７５ａ，７５ｂまでの間で双方向に流
通可能である。これによって、低天井空間６２を中心とした建物１内部空間における居住
環境の快適性を向上させることができる。
　なお、空間的に繋がった低天井空間６２を中心とした建物１内部空間においては、採光
・通風だけでなく、音も伝わりやすくなるので、上下階間における人のコミュニケーショ
ンも可能となる。
　また、面格子２０は、採光や通風に利用される窓３，４を覆うことができるので、採光
時や通風時における外部からの視線や物の通過を好適に遮ることができる。
【００４０】
　なお、図１，図２図１２～図１６において建物１全周の外壁には複数の窓が形成されて
いるが、図面が煩雑となることを回避するために、窓３，４および窓７５ａ，７５ｂを除
いて符号の付与を省略する。符号の付与を省略した窓は、窓３，４および窓７５ａ，７５
ｂとはサイズ等に違いはあるものの、同様のデザインで表されている。
【００４１】
　本実施の形態によれば、上梁７ａに対して、サッシ枠３ａと上端部用ブラケット３０の
双方が固定されているので、上端部が上端部用ブラケット３０に取り付けられた面格子２
０とサッシ枠３ａの双方をユニット式建物１の躯体に取り付けた状態とすることができる
。これによって、面格子２０の上端部を、剛性に優れた取付下地である躯体に取り付ける
ことができるので、例えば面格子２０をサッシ枠３ａに取り付ける場合に比して、面格子
２０による防犯性を高めることができる。さらに、サッシ枠３ａを外壁２に対して支障な
く設置することができる。
　なお、以上のように面格子２０を剛性に優れた取付下地である建物の躯体に固定すれば
、面格子２０を躯体に対して確実かつ強固に固定することが可能となるので、面格子２０
を強引に取り外すことによる窓３，４からの人の侵入を防ぎやすくなる。
【００４２】
　また、面格子２０は、その屋外側面が外壁材２ａの屋外側面と略面一となるように配置
されているので、面格子２０が外壁２よりも突出しない状態となり、外観意匠性の向上を
図ることができる。
　なお、このように面格子２０が外壁２よりも突出しない状態となれば、面格子２０の上
端部を指掛かりや足掛かりとしたり、物を引っ掛けたりしにくくなるので、例えば面格子
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２０が外壁２よりも突出する場合に比して、防犯性を高くすることができる。
【００４３】
　また、サッシ枠３ａは、上端部用ブラケット３０における複数の固定片３３間に形成さ
れた隙間から上梁７ａに固定されたサッシ枠受け１３に対して固定されているので、面格
子２０の上端部を上端部用ブラケット３０に固定しつつ、複数の固定片３３間の隙間から
、サッシ枠３ａも上梁７ａに対して確実に固定することができる。
【００４４】
　また、複数種類のブラケット３０，４０，４１，４２，５０には、建物ユニットを構成
する柱６ａ，６ｂに固定されるとともに面格子２０の下端部が取り付けられる下端部用ブ
ラケット４０，４１，４２が含まれているので、当該下端部用ブラケット４０，４１，４
２によって面格子２０の下端部をユニット式建物１の躯体に取り付けた状態とすることが
できる。すなわち、面格子２０の下端部を、剛性に優れた取付下地である躯体に取り付け
ることができるので、例えば面格子２０をサッシ枠３ａ，４ａに取り付ける場合に比して
、面格子２０による防犯性を高めることができる。
【００４５】
　また、上端部用ブラケット３０には上側水平材２２が取り付けられ、下端部用ブラケッ
ト４０，４１，４２には下側水平材２３が取り付けられるので、複数の縦格子材２１を同
時に設置することが可能となり、施工性に優れる。
【００４６】
　また、複数種類のブラケット３０，４０，４１，４２，５０には、内側外壁材８に固定
されるとともに面格子２０の上下方向中間部が取り付けられる中間部用ブラケット５０が
含まれているので、当該中間部用ブラケット５０によって面格子２０の上下方向中間部を
補助的に内側外壁材８に固定することができる。
【００４７】
　なお、本発明を適用可能な実施の形態は、上述した実施の形態に限定されることなく、
本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。以下、変形例について説明する。
【００４８】
（変形例１）
　本実施の形態において、窓３，４は、面格子２０の上端部側に複数形成される上側窓３
と、面格子２０の下端部側に複数形成される下側窓４と、を含んで構成され、面格子２０
はこれら上側窓３および下側窓４の屋外側に離間して配置されるものとしたが、これに限
られるものではない。
　すなわち、図示はしないが、上下に分けられずに一つの窓の屋外側に離間して面格子２
０が配置されてもよいし、上下に三つ以上に分けられた窓の屋外側に離間して面格子２０
が配置されてもよい。さらに、左右に複数に分けられた窓の屋外側に離間して面格子２０
が配置されるものとしてもよい。
　なお、このように一つの窓の屋外側に離間して面格子２０が配置される場合などには、
中間部用ブラケット５０を用いずに、上端部用ブラケット３０と下端部用ブラケット４０
，４１，４２とで面格子２０を取り付けてもよい。
【００４９】
（変形例２）
　窓３，４の範囲や大きさ、外壁２に対する配置箇所に応じて、面格子２０やサッシ枠３
ａを上梁７ａに固定しづらい場合、すなわち、面格子２０およびサッシ枠３ａの上端部の
位置と上梁７ａの位置とが離間している場合には、上梁７ａの下方に当該上梁７ａと平行
に配置される補助構造材（図示せず）を設けるようにしてもよい。当該補助構造材は、上
梁７ａと同様に建物ユニットの柱６ａ，６ａ（６ｂ）間に架け渡されて固定されるもので
ある。
　このような補助構造材に対して、サッシ枠３ａと上端部用ブラケット３０の双方を固定
すれば、上端部が上端部用ブラケット３０に取り付けられた面格子２０とサッシ枠３ａの
双方をユニット式建物１の躯体に取り付けたような状態とすることができる。したがって
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、サッシ枠３ａと上端部用ブラケット３０の双方を上梁７ａに固定した場合と同等の機能
を果たすことができる。
【符号の説明】
【００５０】
１　ユニット式建物
２　外壁
３　窓（上側窓）
４　窓（下側窓）
６ａ　柱
６ｂ　間柱
７ａ　上梁
８　内側外壁材
１３　サッシ枠受け
２０　面格子
２１　縦格子材
２２　上側水平材
２３　下側水平材
３０　上端部用ブラケット
４１　第一下端部用ブラケット
４２　第二下端部用ブラケット
４３　第三下端部用ブラケット
５０　中間部用ブラケット

【図１】 【図２】
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